
神栖市教育委員会

「地域クラブ活動」が
2024年9月から
始まります。

【お知らせ】



「地域クラブ活動」とは、

中学校で行われる学校部活動とは違い、

「学校外の地域の人」が中心と

なって行う、新しい形のクラブ活動です。

地域クラブ活動への参加は任意であり、学校
部活動とは違う種目のクラブに所属すること
もできます。



神栖市では、

①2024年9月から、中学校の部活動

 は「原則平日のみ」となり、

②休日の活動は、参加/不参加の選択

 が自由な「地域クラブ活動」が始

 まります。



2024年9月に「地域クラブ活動」が始まりますが、

①クラブでの活動内容を内申書に記載することが

 できます。

②原則地域クラブからの大会参加となりますが、

 困難な場合は指導者・学校等で調整します。

③市の地域クラブ登録と、中体連の大会に参加す

 る地域クラブ登録は別です。
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Q「地域クラブ活動」とは何ですか？
A「地域クラブ活動」とは、学校外の地域の人
（一部教師の兼職兼業）が中心となって行う
新しい形のクラブ活動であり、中学校で行わ
れている学校部活動とは別に、生徒がスポー
ツ・文化芸術活動に継続して親しむことがで
きる機会を提供するものです。

 地域クラブ活動への参加は任意であり、学校
部活動とは違う種目のクラブに所属すること
もできます。

Q「地域クラブ活動」に移行すると、何
が変わるの？
１．個人のニーズに合わせた活動を選択するこ

とができます。

２．複数の学校の生徒が一緒に活動します。
３．指導者が地域の方々（一部教師の兼職兼

業）になります。

４．活動場所は通っている学校とは限りません。

５．地域クラブの活動費がかかります。
６．学校管理外での活動となるため、新たに保

険に入る必要があります。



2024年9月の「地域クラブ活動」開始に合

わせて、

①2024年4月から「指導者・指導団

体」の募集を開始

②2024年7月ごろ、生徒の「地域クラ

ブ活動への参加」募集を開始。



神栖市教育委員会
住所：神栖市溝口4991番地５
電話：0299-77-7431


